
平成２５年１０月８日     

京 都 市 上 下 水 道 局 

総 務 部 用 度 課 

 

物品等の調達における「オープンカウンター方式による公募型見積もり合わせ」 

の導入について 

 

 当局では，物品等の調達における公正性，透明性及び競争性の向上を図るため，見積り

合わせによって物品等を調達する際に，多くの事業者から見積書を提出いただけるよう「オ

ープンカウンター方式による公募型見積り合わせ」を導入しますので，お知らせします。 

１ 概 要 

  行財政局財政部契約課が「京都市入札情報館」内で運用している「公募型見積り合わ

せ（オープンカウンター）」のコーナーに，当局の調達情報を掲載し，見積書の提出を公

募します。これにより，物品等の見積り合わせの際に，相手方を特定することなく，多

くの事業者から見積書を提出いただくことが可能となります。 

 

２ 対象案件 

  見積り合わせを行う案件のうち，相手方を特定せず，見積書の提出を公募するもの 

  （上記以外については，従前の方法により見積書の徴収を行います。） 

 

３ 実施手順   

   用度課が見積もり合わせにより調達しようとする物品等の調達情報を「京都市入札

情報館」に掲示します。（裏面「画面イメージ」参照） 

  （掲載するホームページのアドレス） 

http://www.city.kyoto.jp/rizai/chodo/mitsumori/mitsumori.htm  

また，用度課執務室にも，紙で調達情報を掲載します。 

   事業者は，調達情報を確認し，見積書を提出期限までに用度課に提出します。 

   （原則，見積書は原本に限ることとし，ＦＡＸやメールによる提出は不可とします。） 

   用度課において見積書を審査し，調達業者を決定します。 

   原則的に，用度課からは決定した事業者にのみ連絡します。 

   ※なお，業務内容によっては，過去の履行実績や資格に関する書類の提出を求めることがあり，適
切に業務を履行できることを確認できない場合は，提出いただいた見積書を採用しないことがあ
ります。 

 

４ 実施日 

  平成２５年１０月１５日（火）から 

 




